
【特許請求の範囲】
【請求項１】カラー画像の三原色の成分画像を所定比率
で混合して混合画像を生成する混合画像生成装置であっ
て、
撮像対象を撮像してカラー画像を生成するカラー画像生
成手段と、
前記カラー画像を三原色成分に分解して各成分画像を生
成する成分画像生成手段と、
前記成分画像生成手段により得られた各成分画像に所定
形状のウィンドウを設定して走査するウィンドウ走査手
段と、
前記ウィンドウ内の画像につき明るさに関する第１の情
報を抽出する第１の情報抽出手段と、
前記ウィンドウ内の画像につき特定パターンとの一致度
合に関する第２の情報を抽出する第２の情報抽出手段

と、
前記第1,第２の各情報より画質の評価値を与える第３の
情報を生成する情報生成手段と、
前記第３の情報に基づき各成分画像の最良の画質を与え
る最適しきい値を各成分画像毎に決定する最適しきい値
決定手段と、
前記各成分画像のそれぞれの最適しきい値から各成分画
像を混合するための混合比率を算出する混合比率算出手
段と、
前記混合比率算出手段で算出された混合比率で各成分画
像を混合して混合画像を生成する画像混合手段とを備え
て成るカラー画像の混合画像生成装置。
【請求項２】ウィンドウ走査手段は、縦横複数個の画素
より成る矩形状のウィンドウを各成分画像上に設定して
走査する手段である特許請求の範囲第１項記載のカラー
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画像の混合画像生成装置。
【請求項３】第１の情報抽出手段は、ウィンドウ内の画
像につき特定位置の画素の明るさを第１の情報として抽
出して明るさのヒストグラムを生成する手段である特許
請求の範囲第１項記載のカラー画像の混合画像生成装
置。
【請求項４】第１の情報抽出手段は、ウィンドウ内の画
像につき複数個の画素の明るさの平均値を第１の情報と
して抽出して明るさのヒストグラムを生成する手段であ
る特許請求の範囲第１項記載のカラー画像の混合画像生
成装置。
【請求項５】第２の情報抽出手段は、ウィンドウ内の画
像につき特定位置の画素の明るさをしきい値として２値
化して２値パターンを生成する手段と、この２値パター
ンが非合法パターンであるか否かを判断する手段と、各
明るさについての非合法パターンのヒストグラムを生成
する手段とを含んでいる特許請求の範囲第１項記載のカ
ラー画像の混合画像生成装置。
【請求項６】最適しきい値決定手段は、前記非合法パタ
ーンのヒストグラムが最小となるしきい値を最適しきい
値として決定する手段である特許請求の範囲第１項また
は第５項記載のカラー画像の混合画像生成装置。
【請求項７】カラー画像を所定のしきい値で２値化処理
するカラー画像の２値化処理装置であって、
撮像対象を撮像してカラー画像を生成するカラー画像生
成手段と、
前記カラー画像を三原色成分に分解して各成分画像を生
成する成分画像生成手段と、
前記成分画像生成手段により得られた各成分画像に所定
形状のウィンドウを設定して走査するウィンドウ走査手
段と、
前記ウィンドウ内の画像につき明るさに関する第１の情
報を抽出する第１の情報抽出手段と、
前記ウィンドウ内の画像につき特定パターンとの一致度
合に関する第２の情報を抽出する第２の情報抽出手段
と、
前記第1,第２の各情報より画質の評価値を与える第３の
情報を生成する情報生成手段と、
前記第３の情報に基づき各成分画像の最良の画質を与え
る最適しきい値を各成分画像毎に決定する最適しきい値
決定手段と、
前記各成分画像のそれぞれの最適しきい値から各成分画
像を混合するための混合比率を算出する混合比率算出手
段と、
前記混合比率算出手段で算出された混合比率で各成分画
像を混合して混合画像を生成する画像混合手段と、
前記混合画像を２値化するための最適しきい値を算出す
るしきい値算出手段と、
前記しきい値算出手段で算出されたしきい値で前記混合
画像を２値化処理して２値画像を生成する２値画像生成

手段とを備えて成るカラー画像の混合画像生成装置。
【発明の詳細な説明】
〈産業上の利用分野〉
この発明は、知能ロボットの視覚や目視検査装置などに
おいて、撮像対象を画像化して認識処理を行うための技
術に関連し、殊にこの発明は、撮像対象を撮像して得ら
れたカラー画像の三原色の成分画像を所定比率で混合し
て混合画像を生成するためのカラー画像の混合画像生成
装置と、その装置を用いてカラー画像を所定のしきい値
で２値化処理するためのカラー画像の２値化処理装置と
に関する。
〈従来の技術〉
一般に視覚認識装置では、適当な照明下で撮像対象を撮
像して濃淡画像を得た後、この濃淡画像を２値化するこ
とにより、撮像対象と背景とを画像上で分離している。
この濃淡画像の２値化処理は、撮像対象および背景から
の反射光強度にのみ着目して、２値化しきい値を適宜決
定すれば、撮像対象と背景との分離が可能である。とこ
ろがカラー画像の場合、撮像対象の色と背景の色とは相
違するが、両者の反射光強度に差がない場合があり、か
かる場合には反射光強度にのみ着目した２値化処理方法
では撮像対象と背景を適正に分離することが困難であ
る。
第４図は、カラー画像について撮像対象と背景とを分離
する具体的方法を示している。
同図中、 A ， B はそれぞれ撮像対象および背景の色ベ
クトルを表しており、 A ， B の要素は（RA ，GA ，
BA ），（RB ，GB ，BB ）である。なおここでRA ，RB は三原
色のうち赤色の成分強度を、GA ，GB は緑色の成分強度
を、BA ，BB は青色の成分強度を、それぞれ示す。同図の
例の場合、 A ， B の強度｜ A || B ｜は殆ど同じであ
り、撮像対象と背景との分離をこれら強度をもって行う
ことは困難である。
そこで A ， B を混合の軸 に写像して得られる混合強
度IA ，IB を考えると、この混合強度IA ，IB についてはそ
の差が大きいため、２値化による分離が容易である。こ
こでIA ，IB を の要素（nr ，ng ，nb ）、すなわち三原色
の混合比ベクトルを用いて表すと、つぎの 式のよう
になる。
IA ＝nr RA ＋ng GA ＋nb BA                     ・・・・
IB ＝nr RB ＋ng GB ＋nb BB                     ・・・・
従ってこの混合強度IA ，IB に対して、２値化しきい値TH
で２値化処理を行うことにより撮像対象と背景との分離
が可能である。
〈発明が解決しようとする問題点〉
ところがカラー画像を２値化するのに、従来は各色の混
合比ベクトル ＝（nr ，ng ，nb ）を固定した適当な値に
設定しているため、撮像対象の色が変化するとコントラ
ストの劣化が生じるという欠点があり、加えて２値化し
きい値THも同様に固定しているため、２値化処理して得
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られる２値画像は画質の低いものとなるなどの問題があ
る。
この発明は、上記問題を解消するためのものであって、
カラー画像について２値化などの画像処理を進める上で
高画質の混合画像を生成して精度の良い画像処理を実現
できるカラー画像の混合画像生成装置を提供すると共
に、前記混合画像より良質な２値化処理を実現できるカ
ラー画像の２値化処理装置を提供することを目的とす
る。
〈問題点を解決するための手段〉
この発明は、カラー画像の三原色の成分画像を所定比率
で混合して混合画像を生成する混合画像生成装置であっ
て、撮像対象を撮像してカラー画像を生成するカラー画
像生成手段と、前記カラー画像を三原色成分に分解して
各成分画像を生成する成分画像生成手段と、前記成分画
像生成手段により得られた各成分画像に所定形状のウィ
ンドウを設定して走査するウィンドウ走査手段と、前記
ウィンドウ内の画像につき明るさに関する第１の情報を
抽出する第１の情報抽出手段と、前記ウィンドウ内の画
像につき特定パターンとの一致度合に関する第２の情報
を抽出する第２の情報抽出手段と、前記第1,第２の各情
報より画質の評価値を与える第３の情報を生成する情報
生成手段と、前記第３の情報に基づき各成分画像の最良
の画質を与える最適しきい値を各成分画像毎に決定する
最適しきい値決定手段と、前記各成分画像のそれぞれの
最適しきい値から各成分画像を混合するための混合比率
を算出する混合比率算出手段と、前記混合比率算出手段
で算出された混合比率で各成分画像を混合して混合画像
を生成する画像混合手段とを備えたものである。
また第２の発明は、カラー画像を所定のしきい値で２値
化処理するカラー画像の２値化処理装置であって、撮像
対象を撮像してカラー画像を生成するカラー画像生成手
段と、前記カラー画像を三原色成分に分解して各成分画
像を生成する成分画像生成手段と、前記成分画像生成手
段により得られた各成分画像に所定形状のウィンドウを
設定して走査するウィンドウ走査手段と、前記ウィンド
ウ内の画像につき明るさに関する第１の情報を抽出する
第１の情報抽出手段と、前記ウィンドウ内の画像につき
特定パターンとの一致度合に関する第２の情報を抽出す
る第２の情報抽出手段と、前記第1,第２の各情報より画
質の評価値を与える第３の情報を生成する情報生成手段
と、前記第３の情報に基づき各成分画像の最良の画質を
与える最適しきい値を各成分画像毎に決定する最適しき
い値決定手段と、前記各成分画像のそれぞれの最適しき
い値から各成分画像を混合するための混合比率を算出す
る混合比率算出手段と、前記混合比率算出手段で算出さ
れた混合比率で各成分画像を混合して混合画像を生成す
る画像混合手段と、前記混合画像を２値化するための最
適しきい値を算出するしきい値算出手段と、前記しきい
値算出手段で算出されたしきい値で前記混合画像を２値

化処理して２値画像を生成する２値画像生成手段とを備
えたものである。
〈作用〉
カラー画像の混合画像生成装置において、撮像対象を撮
像してカラー画像を生成すると、まずこのカラー画像を
三原色の成分画像に分解した後、各成分画像をそれぞれ
２値化するための最適な２値化しきい値を算出する。つ
ぎにこれら２値化しきい値から各成分画像を混合するた
めの混合比率を算出し、各成分画像をこの混合比率で混
合して混合画像を得る。これにより背景と対象物とのコ
ントラストが強調された高画質の混合画像が得られる。
カラー画像の２値化処理装置においては、この混合画像
を２値化するための最適な２値化しきい値を算出し、こ
の２値化しきい値で混合画像を２値化処理して、２値画
像を生成するものである。
従ってこの発明の装置によれば、撮像対象の色が変化し
ても、撮像対象を高コントラストに抽出するための混合
比率を自動算出して、その混合比率による混合画像を生
成するので、高画質の混合画像が得られ、この混合画像
を使用して精度の高い画像処理を実現できる。さらに前
記混合画像につき最適な２値化しきい値がその都度決定
されるから、常に良質な２値化処理を実現でき、カラー
画像を用いた視覚認識装置の認識能力が向上する。
〈実施例〉
第１図は、この発明にかかるカラー画像の混合画像生成
装置が用いられたカラー画像の２値化処理装置を示して
おり、カラーテレビカメラ１と、カメラインターフェイ
ス部２を介してカラーテレビカメラ１に接続された三個
の画像メモリ3R,3G,3Bと、それぞれ画像メモリに接続さ
れた２値化しきい値算出部4R,4G,4Bとを具備している。
カラーテレビカメラ１は適当な照明下で撮像対象を撮像
してカラー画像を生成してカラービデオ信号VDi を出力
する。このカラービデオ信号VDi の赤，緑，青の三原色
成分はカメラインターフェイス部２を通じて取り出さ
れ、赤色の成分画像は赤色用画像メモリ3Rに、緑色の成
分画像は緑色用の画像メモリ3Gに、青色の成分画像は青
色用の画像メモリ3Bに、それぞれ格納される。
各２値化しきい値算出部4R,4G,4Bは三原色の各成分画像
を２値化するための最適な２値化しきい値を算出する。
その具体的な回路構成は後述するが、各成分画像より画
質の評価基準を与える第２図（１）（２）（３）に示す
ような画質ヒストグラムhR ，hG ，hB を抽出し、それぞれ
画質ヒストグラムから最良の画質を与える点PR ，PG ，PB

の明るさを最適な２値化しきい値Kr ，Kg ，Kb として算出
するものである。
この最適な２値化しきい値（例えばKr ）は第３図に示す
如く、その成分画像5Rの輪郭の明るさを示しているか
ら、色ベクトル（Kr ，Kg ，Kb ）の方向の単位ベクトルを
混合比ベクトル として、画像を合成すれば撮像対象の
輪郭をくっきりと抽出し得ることになる。
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かくして混合比ベルトル ＝（nr ，ng ，nb ）は、前記の
２値化しきい値Kr ，Kg ，Kb を用いて次式により算出でき

る。

上記 ～ 式の各演算は、第１図に示すマイクロコンピ
ュータ６が各２値化しきい値算出部4R,4G,4Bより２値化
しきい値Kr ，Kg ，Kb を取り込むことにより実行される。
このマイクロコンピュータ６にはバスを介して画像混合
部7,2値化しきい値算出部８および,2値化処理部９が接
続され、これら各部はマイクロコンピュータ６によりそ
の動作が制御される。
画像混合部７は、前記の混合比ベクトル ＝（nr ，ng ，
nb ）が算出された後に、各画像メモリ3R,3G,3Bより赤，
緑，青の各成分画像を取り込み、つぎの 式に基づく画
像の混合処理を実行する。
Ｉ＝nr R＋ng G＋nb B                       ・・・・
なお上式中、R,G,Bは各画素における赤色，緑色，青色
の各強度である。
つぎの２値化しきい値算出部８は、混合された混合画像
を２値化するための最適な２値化しきい値THを算出する
ためのもので、前記の各２値化しきい値算出部4R,4G,4B
と同様の構成であって、その具体的な回路構成は後で詳
述する。
２値化処理部９は、この２値化しきい値THを用いて、前
記混合画像を２値化処理して、撮像対象と背景とを分離
し、２値画像を生成するものである。
第５図は、２値化しきい値算出部の構成例を示す。同図
は混合画像についての２値化しきい値算出部８を示す
が、各成分画像についての２値化しきい値算出部4R,4G,
4Bもこれと同様であって、ここではその説明を省略す
る。
図示の２値化しきい値算出部８は、マイクロコンピュー
タ６を制御主体とし、ウィンドウ走査部11,非合法パタ
ーン検出部12,非合法パターンヒストグラム生成部13,明
るさヒストグラム生成部14,画質ヒストグラム生成部15,
ヒストグラム平滑処理部16,最適しきい値探索部17を具
備している。

ウィンドウ走査部11は、マイクロコンピュータ６にCPU
バス18を介して接続されたアドレスジェネレータ19と、
このアドレスジェネレータ19に画像バス20を介して接続
された画像メモリ24と、前記画像バス20のデータバス23
に接続されたFIFO（first－in first－out）方式の第１
のシフトレジスタ25および第１群のラッチ回路26～29
と、この最終段のラッチ回路29に接続された同じFIFO方
式の第２のシフトレジスタ30および第２群のラッチ回路
31～34とから構成されている。
図示例のウィンドウ走査部11は、画像メモリ24に記憶さ
れた混合画像上に、第９図に示すような矩形状のウィン
ドウ60を設定してラスタ走査するためのものであって、
このウィンドウ60内の画像につき所定の画素A0 ～A7 の明
るさデータd0 ～d7 が同時に取り出されるようになってい
る。なお図中、×印は処理対象外の画素である。
すなわちアドレスジェネレータ19は画像メモリ24の各画
素のアドレスを順次生成して、そのアドレスに対応する
画素の明るさデータを画像バス20を介して第１のシフト
レジスタ25へ出力させる。なお画像バス20のうち、アド
レスバス21はアドレスを、データバス23は明るさデータ
を、コントロールバス22はアドレスストロープ信号やリ
ード・ライト信号を、それぞれ伝送する。第１のシフト
レジスタ25は画像メモリ24の横方向の画素数をｎ（第９
図参照）とすると、このｎより第１群のラッチ回路26～
29の段数を差し引いた段数（ｎ－４）をもつものであっ
て、この段数分だけ明るさデータの出力を遅延させる動
作を実行する。第１群の４段のラッチ回路26～29は全体
としてシフトレジスタの動作を行い、最終段のラッチ回
路29の出力が第２のシフトレジスタ30へ出力される。こ
の第２のシフトレジスタ30も（ｎ－４）の段数を有し、
この段数分だけ明るさデータの出力を遅延させて第２群
の４段のラッチ回路31～34へ伝える。
かくて第１群および第２群の各ラッチ回路26～28,31～3

(4)                         特公平７－１９２８２
7 8

＊
＊

20

30

40

50

20

30

40

50



4と第２のシフトレジスタ30とから同時に明るさデータ
が取り出されるもので、第１群のラッチ回路26～28の各
出力は前記ウィンドウ60内の画素A0 ～A2 の明るさデータ
d0 ～d2 を与え、また第２のシフトレジスタ30および第２
群のラッチ回路31～34の各出力はウィンドウ60内の画素
A3 ～A7 の明るさデータd3 ～d7 を与えることになる。
なおこの実施例では、２行×５列の画素より成る長方矩
形状のウィンドウ60を設定しているが、ウィンドウ形状
はこれに限らず、例えば第10図に示す如く３行×３列の
画素より成る正方矩形状のウィンドウ60であってもよ
く、またその他の形状であってもよい。
各画素A0 ～A7 の明るさデータd0 ～d7 は非合法パターン検
出部12へ出力されると共に、特定画素A1 の明るさデータ
d1 については非合法パターンヒストグラム生成部13およ
び明るさヒストグラム生成部14にも出力される。
非合法パターン検出部12は、ウィンドウ60内の画像が合
法パターンであるのか、非合法パターンであるのかを判
別するためのものであって、それが非合法パターンであ
る場合には「１」のフラグを出力し、合法パターンであ
る場合には「０」のフラグを出力する。図示例の非合法
パターン検出部12は、第６図に示す如く、各明るさデー
タd0 ～d7 をラッチする８個のラッチ回路35～42と、特定
画素A1 の明るさデータd1 とその他の画素A0 およびA2 ～A7

の明るさデータd0 およびd2 ～d7 とを大小比較する７個の
比較回路43～49とを含んでいる。これら比較回路43～49
は、特定の画素A1 の明るさデータd1 をしきい値として前
記ウィンドウ60の各画素A0 およびA2 ～A7 の明るさデータ
d0 およびd2 ～d7 を２値化するためのものであって、各明
るさデータdi （ただしｉ＝0,2,3,・・・・,7）がdi ≧d1

のときは「１」、di ＞d1 のときは「０」の各２値データ
fi をそれぞれ出力する。なお特定画素A1 の２値データf1

は常に「１」とする。
第11図は、ウィンドウ60内の各画素A0 ～A7 の明るさデー
タd0 ～d7 が２値化されて２値データf0 ～f7 に変換される
過程を示している。
前記の２値データfi （ｉ＝0,2,3,・・・・,7）は検出ロ
ジック部50へ出力され、この検出ロジック部50はこれら
２値データfi によってウィンドウ60内の画像が非合法パ
ターンであるか否かを判断し、非合法パターンであれば
「１」のフラグを、合法パターンであれば「０」のフラ
グを、それぞれ出力する。ここで合法パターンとは滑ら
かな画像上に頻繁に現れる第12図に示すような２値パタ
ーンを意味し、また非合法パターンとは滑らかでない画
像上に頻繁に現れる第13図に示すような２値パターンを
意味するものである。なお第12,13図中、斜線部は
「１」の２値データをもつ画素を示し、第13図の２値パ
ターンでは「１」の画素領域の内側に「０」の孔部61が
生じている。
つぎの 式は、第14図（１）～（６）に示す６種の２値
パターンを合法パターンに想定して、２値パターンが合

法パターンか、非合法パターンかを判断してその判断結
果をフラグとして出力するフラグ生成ロジックである。
flag＝！（！f0 ＆f2 ＆！f3 ＆f4 ＆f5 ＆f6 ＃！f0 ＆f2 ＆！
f3 ＆！f4 ＆f5 ＆f6 ＃！f0 ＆f2 ＆！f3 ＆！f4 ＆！f5 ＆f6 ＆
f7 ＃f0 ＆！f2 ＆f4 ＆f5 ＆f6 ＆！f7 ＃f0 ＆！f2 ＆f4 ＆f5 ＆
！f6 ＆！f7 ＃f0 ＆！f2 ＆f3 ＆f4 ＆！f5 ＆！f6 ＆！f7 ）・
・・・
なお上式中、！はNOT演算を、＆はAND演算を、＃はOR演
算を、それぞれ示している。
上記検出ロジック部50が非合法パターンを検出して
「１」のフラグを出力する都度、非合法パターンヒスト
グラム生成部13はこのフラグの発生度数を計数して、非
合法パターンのヒストグラムを生成する。
第７図は、非合法パターンヒストグラム生成部13の具体
例を示しており、カウンタ51,メモリ52,タイミング制御
部53を備えている。このメモリ52は前記ウィンドウ走査
部11のラッチ回路27より明るさデータd1 が与えられるア
ドレス入力ピンＡと、カウンタ51の計数データが与えら
れるデータ入力ピンＤとを備えており、非合法パターン
の検出フラグが発生する毎に、そのときの明るさデータ
d1 に対応するアドレス領域のデータ（非合法パターンの
発生度数）がカウンタ51により書き替えられるようにな
っている。従ってカウンタ51は非合法パターンの検出フ
ラグが発生すると、そのときの明るさデータd1 に対応す
るアドレスのメモリ52の領域より現在値（度数）を読み
取ってその値に１加算した後、その加算後の値で前記ア
ドレス領域の内容を書き替える。なお同図中、アクセス
コントロール信号は初期時にメモリ52の各領域をゼロに
クリアするための信号である。またメモリ52のR/Wはリ
ード・ライト,CSはチップセレクトを意味し、カウンタ5
1のUPはアップカウント,OEはアウトプットイネーブル,L
Dはロードを意味しており、タイミング制御部53は非合
法パターンの検出フラグ信号入力ピンに対し所定の信号
を与えて、上記非合法ヒストグラムの生成動作のタイミ
ング等を制御する。
第８図は、明るさヒストグラム生成部14の具体例を示し
ており、非合法ヒストグラム生成部13と同様、カウンタ
54,メモリ55,タイミング制御部56より構成されている。
このカウンタ54はウィンドウ走査部11のラッチ回路27よ
り明るさデータd1 が与えられる毎に、その明るさデータ
d1 に対応するアドレスのメモリ55の領域より現在値（明
るさの度数）を読み取ってその値に１加算した後、その
加算後の値で前記アドレス領域の内容を書き替えるもの
である。なおメモリ55,カウンタ54,タイミング制御部56
の各機能等は前記非合法パターンヒストグラム生成部13
のものと同様であり、ここではその説明を省略する。
このように非合法パターンヒストグラム生成部13はメモ
リ52上に非合法パターンヒストグラムfhist（ｋ）を生
成する。ここでfhist（ｋ）はしきい値ｋにおける非合
法パターンの発生度数を意味する。この実施例の場合、
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非合法パターン検出部12で特定画素の明るさデータd1 を
しきい値として他の画素の明るさデータd0 およびd2 ～d7

によるパターンを評価して、その結果が 式のflagで表
されるから、非合法パターンヒストグラムfhist（ｋ）
はつぎの 式に従って形成される。
fhist（d1 ）＝fhist（d1 ）＋flag          ・・・・
ただし非合法パターンヒストグラムの各要素はゼロで初
期化されているものとする。
また明るさヒストグラム生成部14はメモリ55上に明るさ
ヒストグラムhist（ｋ）を生成する。ここでhist（ｋ）
は明るさｋの画素の発生度数を意味しており、この明る
さヒストグラムhist（ｋ）は、同様につぎの 式に従っ

て生成される。
hist（d1 ）＝hist（d1 ）＋１              ・・・・
第５図に戻って、画質ヒストグラム15は非合法パターン
ヒストグラムおよび明るさヒストグラムの生成が完了し
た後、画質ヒストグラムqhist（ｋ）を生成する。この
画質ヒストグラムqhist（ｋ）は画質の評価基準、この
実施例では画質の悪さを示す基準を与えるもので、つぎ
の 式に従って生成される。
（１）hist（ｋ）＝０のとき
qhist（ｋ）＝Q0                          ・・・・
（２）hist（ｋ）≠０のとき

なお上式中、Q0 は定数（最大値）であり、qhist（ｋ）
の値が大きいほど画質が悪いことを示している。
つぎに第５図のヒストグラム平滑処理部16は、必要に応
じて画質ヒストグラムqhist（ｋ）を平滑化するための
もので、その結果、第15図に示すような、平滑化された
画質ヒストグラムsqhist（ｋ）が生成される。
第15図において、横軸はｋ（しきい値）、縦軸はsqhist
（ｋ）（画質の悪さ）であって、画質の悪さはしきい値
koptのとき最小となっている。
最適しきい値探索部17は、平滑された画質ヒストグラム
sqhistの最小値を検索する手段であって、このしきい値
koptを最適しきい値THとして探索し、その探索結果をCP
Uバス18を通じてマイクロコンピュータ６に知らせるの
である。
なお上記実施例では、ウィンドウ60内の画像につき特定
位置の画素A1 の明るさデータd1 を抽出して明るさヒスト
グラムを生成すると共に、その明るさデータd1 をしきい
値としてウィンドウ60内の画像を２値化処理している
が、これに限らず、例えばウィンドウ60内の複数個の画
素につき明るさデータの平均値を求めて明るさヒストグ
ラムを生成すると共に、その平均値をしきい値としてウ
ィンドウ60内の画像を２値化処理してもよい。
つぎに上記２値化処理装置の動作を説明する。
いまカラーテレビカメラ１により撮像対象を撮像してカ
ラー画像を生成すると、カラービデオ信号VDi の三原色
成分はカメラインターフェース部２を介して各画像メモ
リ3R,3G,3Bに与えられて、それぞれの成分画像が格納さ
れる。つぎに２値化しきい値算出部4R,4G,4Bは各成分画
像をそれぞれ２値化するための最適な２値化しきい値
Kr ，Kg ，Kb を算出する。なお各２値化しきい値算出部4
R,4G,4Bにおける回路動作は後述する２値化しきい値算
出部８と同様であって、ここではその説明を省略する。
つぎにマイクロコンピュータ６は前記２値化しきい値
Kr ，Kg ，Kb を用いて ～ 式の演算を実行することによ
り、各成分画像を混合するための混合比ベクトル ＝

（nr ，ng ，nb ）を算出し、しかる後画像混合部７は 式
の演算に基づく画像の混合処理を実行して、混合画像を
得る。ついで２値化しきい値算出部８はこの混合画像を
２値化するための最適な２値化しきい値THを第５図の回
路を動作させて算出した後、２値化処理部９はこの２値
化しきい値THで混合画像を２値化処理して、２値画像を
生成するものである。
第５図において、いま画像メモリ24には前記画像混合部
７で生成された混合画像が格納されている。まず非合法
パターンヒストグラム生成部13のメモリ52と明るさヒス
トグラム生成部14のメモリ55とがゼロにクリアされた
後、ウィンドウ走査部11は混合画像上にウィンドウ60を
設定してラスタ走査する。すなわちウィンドウ走査部11
において、アドレスジェネレータ19は画像メモリ24の各
画素のアドレスを順次生成して、そのアドレスに対応す
る画素の明るさデータを画像バス20を介して第１のシフ
トレジスタ25へ出力させる。これら明るさデータは第１
のシフトレジスタ25,第１群のラッチ回路26～29,第２の
シフトレジスタ30,第２群のラッチ回路31～34へ順送り
され、第１群および第２群の各ラッチ回路26～28,31～3
4と第２のシフトレジスタ30とからウィンドウ60内の画
素A0 ～A7 の明るさデータd0 ～d7 が取り出されることにな
る。
非合法パターン検出部12はこれら明るさd0 ～d7 を取り込
み、特定の画素A1 の明るさデータd1 をしきい値としてウ
ィンドウ60内の各画素を２値化した後、その２値パター
ンが非合法パターンに該当するか否かを判断する。もし
非合法パターンであれば検出フラグ「１」が出力され、
非合法パターンヒストグラム生成部13において明るさ
（しきい値）毎の非合法パターンの発生度数が計数され
て、非合法パターンヒストグラムが生成される。同様に
明るさヒストグラム生成部14では各明るさの度数が計数
されて明るさヒストグラムが生成される。これらヒスト
グラムの生成が完了すると、つぎの画質ヒストグラム生
成部15において両ヒストグラムを用いて画質ヒストグラ
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ムが算出される。この画質ヒストグラムは必要に応じて
ヒストグラム平滑処理部16で平滑化された後、最適しき
い値探索部17がこの平滑化された画質ヒストグラムより
最適のしきい値を探索してその探索結果をマイクロコン
ピュータ３へ出力する。
なお上記の実施例は、最適しきい値をハード的に算出し
ているが、これに限らず、最適しきい値をソフト的に算
出することも可能である。
〈発明の効果〉
この発明は上記の如く、カラー画像の各三原色成分画像
につき最適な２値化しきい値を求めて、これら値から撮
像対象を高コントラストに抽出するための各成分画像の
混合比率を求めると共に、各成分画像をその混合比率で
混合して混合画像を生成するようにしたから、常に高画
質の混合画像が得られ、この混合画像を使用して精度の
高い画像処理を実現できる。さらに前記混合画像につき
２値化するための最適しきい値を算出するようにしたか
ら、常に良質な２値化処理を実現でき、カラー画像を用
いた視覚認識装置の認識能力が向上する等、発明目的を
達成した顕著な効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
第１図はこの発明にかかるカラー画像の混合画像生成装

置が用いられた２値化処理装置の回路ブロック図、第２
図は各成分画像についての画質ヒストグラムを示す説明
図、第３図は成分画像の２値化しきい値と成分画像との
関係を示す説明図、第４図はカラー画像の２値化原理を
示す原理説明図、第５図は２値化しきい値算出部の回路
ブロック図、第６図は非合法パターン検出部の具体例を
示す回路ブロック図、第７図は非合法パターンヒストグ
ラム生成部の具体例を示す回路ブロック図、第８図は明
るさヒストグラム生成部の具体例を示す回路ブロック
図、第９図は画像上に設定されるウィンドウの概念を示
す説明図、第10図はウィンドウの他の実施例を示す説明
図、第11図はウィンドウ内の画像の２値化過程を示す説
明図、第12図は合法パターンの一例を示す説明図、第13
図は非合法パターンの一例を示す説明図、第14図はこの
実施例で想定された合法パターンを示す説明図、第15図
は平滑された画質ヒストグラムを示す説明図である。
２……撮像装置
4R,4G,4B……２値化しきい値算出部
６……マイクロコンピュータ
７……画像混合部
８……２値化しきい値算出部
９……２値化処理部

【第１図】 【第１０図】
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【第２図】

【第３図】

【第４図】

【第７図】

【第８図】
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【第５図】
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【第６図】

【第９図】

【第１２図】

【第１３図】
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【第１１図】

【第１４図】

【第１５図】

(11)                         特公平７－１９２８２


